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――――――――――――――― 

午前10時00分開会 

○川合委員長 

 定足数に達しておりますので、ただいまから企

画文教委員会を開催いたします。 

 本委員会に付託されました案件は４件、すなわ

ち議案第73号、議案第77号、議案第80号、陳情第

19号です。これらの案件を逐次議題といたします。 

 議案第73号、知立市税条例の一部を改正する条

例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高橋委員 

 議案第73号、市税条例の前納報償金の交付率を

変更しようと、こういう条例案ですが、本会議で

基本的な論点はかなり議論されたと。また、なぜ

このような減額措置を講ぜられるかという理由も

明らかになったというぐあいに思います。 

 改めて私、伺いたいのは、今12月補正予算で

1,920万円、本報償金の補正がされまして、20年

度で8,920万円、この報償金を歳出しようと、こ

ういう意思表示が今回の補正予算で行われており

ます。これは現行100分の0.2という交付率でこう

いう計算になるんですが、もし条例提案のように

変更された場合、２分の１になった場合に、この

報償金の額がどのように減ってくるのか、その見

通しについて本会議で若干答弁があったと思いま

すが、改めて伺いたいと思います。 

○税務課長 

 当初予算ベースで言いますと、平成20年度です

と3,000万8,000円、21年度でこの予定で言います

と1,479万円ということでございます。 

○高橋委員 

 ちょっとよくわからんのだけども、今、20年度

の補正予算が後ほど出てきまして8,920万円でし

ょう、報償金を20年度に払いたいという額が。こ

れは、現行の交付率で計算するとそういうことに

なるということで補正を出されてると思いますが、

今回の改正になると幾らぐらいに減額されるのか。

つまり、この制度は歳出削減策でしょう、これ。

歳出削減しようというためにやってみえる措置で

しょう。だから、こういうふうに半分にすると歳

出がどれだけ減るのかと、20年度では8,900万円

の歳出予定だけども、この条例が可決されれば

8,900万円が減額されてこれだけになりますよと

いうふうに見通しを述べていただきたいわけです。 

○税務課長 

 今回の補正後で8,920万円ですね、こちらの方

が、内容がちょっとそういうことではなくて、還

付金の方ですね、還付の返還金の方を増額で更正

したということで、前納報償金の影響ということ

ではございません。 

○高橋委員 

 いやいや、私の補正予算の指摘が不正確なら、

それは指摘してもらえればいいけども、前納報償

金というのは当然歳出予算に入ってるわけだから、

これが今度の改正によると20年度でこれだけ予定

してると。私のさっき言った数字がね、還付金も

入っとるとすれば、正確な数字を言っていただい

て、納期前納付の報償金の額はこれだけなんだけ

ども、今度の改正でこれだけに減るんだと。した

がって、この制度が実行されるとこれだけ歳出が

削減されますよと。これ歳出削減のためにやるん

でしょ。違うんですか。だったらそこの歳出削減

効果がこの条例によってどれだけ生まれてくるの

かということを述べてもらわないと、論点が正確

にはなりませんよね。どうですか。 

○川合委員長 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午前10時05分休憩 

─―――――――――――――――――― 

午前10時06分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○総務部長 

 御質問者の御指摘の件でありますけども、まず

１点の確認はですね、今回の補正予算につきまし

ては市税の還付金でありまして、前納報償金につ

きましてはちょっと私が本会議で答弁した中身と、

先ほど課長が答弁した中身、若干の数字が違いま

すが、私は平成20年度におけます全期前納報償金
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制度の利用者と、それから報償金額でございます

けれども、これは市県民税におきまして、件数で

4,581件、金額で592万2,300円、固定資産税の方

につきまして１万3,199件で、報償金額としまし

て2,401万3,580円、合わせて2,993万5,880円とな

ります。 

 前納報償金につきましては、確かに委員の御指

摘のように歳出削減ということもあります。した

がいまして、15年のときに５万円と、それから

５％から２％に引き下げしたときに、そのときで

は大体約半額、報償金額が減ってきております。

したがいまして、その点で申しますと約3,000万

円でございますので、1,500万円ぐらいになるん

ではないかと思いますが、今回の主な本当の点は、

歳出削減というよりは他市が西三８市全部今まで

行っておりましたけども、他市も４市がやめると

いう背景もございますが、それは本会議でもちょ

っとお話しさせていただきましたが、この地方税

法ができたときが昭和25年でございまして、その

ときの時代的背景から、やはり社会情勢とそれか

らそのときの経済情勢というものがかなり現時点

とは変わっておりまして、当時は普通徴収という

のが主でございましたが、最近はこの市県民税で

見ますと特徴が圧倒的に多くなってきているとい

う背景が一つございまして、その辺で、前納報償

が受けられる方と受けられない方というものが一

つの不公平感があるということも１点でお話しさ

せていただきました。 

 それから、金利の情勢もやはりかなり変わって

まいりまして、本会議でもちょっと答弁させてい

ただきましたが、市中金利の通常の農協とか信用

組合、そして信用金庫といった場合の金融機関に

おきましては、普通預金が0.12％ということで、

12カ月の定期につきましても0.35％ということで

ございまして、現在の報償金で当てはめますと、

市県民税におきましては改正後で1.2％という金

利になるわけでございまして、固定資産税におき

ましては1.6％という金利になります。したがっ

て、市中金利に対しましても約10倍ほどの金利が

確保できるということで、ちょっと金利幅が広が

ったという背景もございます。 

 それから、先ほどお話ししました特徴が普通徴

収に対しまして、比率で申しますと、市県民税で

申しますと61％が既に特徴という形になってきて

おります。金額ベースですと73.9％が特徴という

形になってきている不公平感というものがござい

ます。 

 それから、口座振替がやはり当時とは違いまし

てかなりふえてまいりました。ただ、ふえてまい

りましたけれども、固定資産税の場合は口座振替

率が約45.96ですので、50％ぐらいが口座振替に

変わりました。市県民税は普通徴収に対しまして

は25.56％ということでございますが、口座振替

が非常に進展したということもございます。 

 それから、もう１点お話しさせていただきまし

たのが収納拡大ということで、私どもとしては、

できるだけ門戸を24時間収納できる体制を来年か

らとっていくというようなこともございまして、

そうした総合的な観点から、今回、金利の引き下

げ、上限額の引き下げをさせていただいたところ

でございます。 

○高橋委員 

 単なる歳出削減ではないんだと。特別徴収を義

務づけられているサラリーマン等の方には、この

恩典はないと。しかも100％収納できると。普通

徴収の場合に、みずからの意志で納期の前に納税

をすれば、今言うような還付制度といいますか、

報償金制度があると。これ自身が矛盾しているん

ではないかという御指摘ですね。この点、理解で

きないわけではありません。 

 もう一度聞きたいのは、私の冒頭の質問は幾ら

ぐらいの減額になるのかと、納期前納付報償金が。

今の総務部長は2,993万円、この制度は固定資産

税と個人市民税にしか適用されておりませんね、

あと国保税とかは対象になってませんので、市民

税と固定資産税と。都市計画税も入りますが。土

地課税と所得課税というところに限ってのみです

が、これで2,993万円。これは本会議でもその趣

旨のことを言われたんですが、これが報償金だと。

要するに3,000万円が。これが1,500万円になると、
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こういう理解でいいですか。 

○総務部長 

 そのとおりでございまして、平成15年、すなわ

ち14年から15年に変わったときに、その当時で件

数で申しますと、市県民税と固定資産税合わせて、

件数としてはそのときに約1,000件ほど減りまし

た。金額で申しますと6,445万円払っておりまし

たのが、そのときに申しわけございません、

2,149万2,000円ということでかなりの落ち目をし

たわけでございますが、15年からまた19年、20年

まででこの金額が現在の2,993万5,000円というこ

とで戻ってきたと。すなわち納税をされる方につ

いては市中金利じゃなくて、こういった制度も十

分活用されて納期前に納めていただいたというの

は実態ではございます。 

○高橋委員 

 これ約3,000万円の納期前納付の報償金がね、

交付率が半分になったので、半分にすれば1,500

万円ということだね。だけどこの際、市の方がそ

ういうスタンスならおれはやめるわと。納期前納

付なんていう格好よく、要するに自分の金を、身

銭を早く切るわけだから。これだけ口座に入れと

いた方が利息は尐ないかもしれんけれども、口座

に入れといた方がまだ運用益があるじゃないかと。

あるいは最近言われてる株式へね、ちょっと回そ

うかと、大した金額じゃないものだからそういう

議論が起きるかどうか知りませんが、そういうこ

とで納期前の特例報償金がなければやめるかとい

う方も当然出てみえると思われます。 

 だから１万7,000件、固定と市民税で１万7,000

件の人がこの条例改正によって引き続き納期前納

付をされるかどうかはわからないというふうに思

います。しかし、それはまたお金に余裕がある方

なら戻ってくるんじゃないかという説ですがね。

したがって、ちょっと影響額がどうなるのかやっ

てみなきゃわからんという面があると思うんです。 

 もう一つ、私聞きたいのはね、3,000万円の報

償金を払っていたということは、つまり3,000万

円の報償金に匹敵する納税があらかじめされたと

いうことになるわけでしょ。あらかじめされた納

税というのは幾らぐらいになるんですか。これ逆

算すりゃわかるんだけど。 

○総務部長 

 20年度で申しますと、報償金に係る税額は全体

で39億5,736万7,900円という額でございます。こ

れらが、知立市で申しますと、資金運用面で申し

ますと、資金収支で申しますと早く入るというこ

とで安定的な財政運用ができるのに一助となって

いることは間違いございません。 

○高橋委員 

 私は今の点はちょっと注目するに値するんじゃ

ないかと。つまり納期前納付という交付金がある

ために39億円ですね、まだ納期じゃないのに39億

円の金が先づけで入ると、納期との関係で。とい

うことでしょ、おっしゃったのは。 

 つまり昔のように金庫の金がからからになっち

ゃって、予算を執行せにゃいかん、職員の給料払

わなきゃいかん、しかし金庫の金がからからだと

いえば、金融機関から一時借り入れをやって、利

息を払って当座の執行をして、後ほど歳入される

であろう税その他で帳じりを合わすという自転車

操業的なやり方も従来ありました。予算書には、

一時借入金の利息というようなものが計上されて

いた時期があるんですが、昨今ではそういう運営

はされていないと理解するんですが、そういう理

解でいいんですか。 

○総務部長 

 大局的にはそういうことで私も認識しておりま

すけれども、そこら辺も、私も本会議でも答弁さ

せていただきましたが、県内でも21の団体がこれ

で廃止ということになるわけですけども、そこら

辺、国会の方もですね、地方税法の不公平感とい

うものがちょっと地方税法で議論になりましたけ

ども、そういった背景があるかと思いますが、そ

こら辺で私としてはですね、先ほど申した理由も

含めてもう尐し変更はさせていただきますけれど

も、残していきたいという考えで思っております。 

○高橋委員 

 いやいやちょっと、残す残さんはいいんだけど

ね。39億円のこの先づけの税が入るわけだね、納
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期前に。この運用益、まあ運用益という言い方は

証券会社でもないし金融機関じゃないけども、運

用益というか、入ってくればね、39億円入ってく

れば当座それが活用しなくても済むんだってこと

になれば、一たん金融機関に預けるなどする措置

をとられますよね。あるいは金がなければ、その

先づけのものを使っていかなきゃいかんというこ

とになるんだが、一時借り入れをやって一時急場

をしのぐというのは従来ありました、当市でも。

収入役が苦労された時期があったと思いますが、

最近はそういうことはないんですかということを

聞いておるわけです。 

○総務部長 

 私の知り得る限りでは、一借り15億円、一般会

計で持ってますけど、パティオをつくるときに資

金収支で、当時10月、部分払いでいくときに、ち

ょうど枯渇しそう、ぎりぎりなところに行ったこ

とがございますが、そのときも一借りを起こさな

くて運用してまいりましたので、まず間違いなく

いけると思います。 

○高橋委員 

 一時借り入れをしなくても最近はやってきてい

るんだと。これはこれで結構なことだと思います

ね。 

 ただし、納期の前に39億円入るということは、

これは当市にとってはとてもありがたい話でして、

そんなことをしてもらわんでもええですよと、納

期前にわざわざ払ってもらってやらんでも、これ

は不公平感が強いと。したがって39億円、20年度

で、これ半分になれば20億円ということになるか

もしれませんね、ちょっとわかりませんけど。 

 そういう運用益が当市の財政運営にも、これは

最終的に予算書が変わるわけじゃないですから入

る金に最終的に変わりはないけれども、年度の途

中にはいろんなことがある、最終的にはそろばん

が入るけれども、年度の途中にいろんなことがあ

るので、そうした不測の事態を補うための制度で

はありませんよ、これは。ありませんが、そうい

う事態にも対応できるということは、私は、市民

の納税意欲と当市の財政の仕組みとの関係で言え

ばありがたい制度だと、そういう意味では。とい

うふうには私は思うんですよ、ありがたい制度だ

と。そのあたりはどういうふうに考えてみえます

か。 

 だから、いや全額０にはしないんだと、21には

入らないんだと言って、多尐含みを持たせて、要

するに近藤流逃げ口をちゃんとつくってみえるの

がなかなか総務部長らしいんだけどな、あえて言

わせてもらうが。近藤流、これはこれでいいんだ

けども、そういう運用益という言い方はちょっと

当たらないけども、今言う39億円との関係につい

ては、どんな評価をされているのか。これが減っ

てくることに対する意味合いというのは、どうい

うふうに財政当局見てみえるのか。これはこれで

一つ押さえていただく必要があると思うんですが、

この辺どうですか。 

○総務部長 

 おっしゃるとおりでございます。ある意味にお

いて、当初お話しさせていただきましたが、25年

の戦後の間もないころと今は変わりましたけども、

先ほどちょっと金額ベースで大体特徴の方が74％

弱ですけど、そういった形で毎月ぽっぽっと入っ

てまいります。そういう税構造になってまいりま

したので、基本的に、先ほどお話ししたパティオ

のような40億円というような大きな事業がぽんと

入ってきたときの分割のときに、一つ最初のころ

にお金がぱっとあると速やかにいくというのはあ

りますけれども、現時点ではやっぱり金利も10倍

ぐらい、前で申しますと20倍以上開いておるわけ

ですので、そういった点を含めて残しております

けれども、おっしゃったとおり、財政運営上につ

いて前納報償金が地方税法で定められて果たして

きた役割は、私も認識しておるところでございま

す。 

○高橋委員 

 税の不公正、不公平感、納税の不公平感という

ことをおっしゃったんですが、特別徴収自身が不

公平な措置でしてね、あらかじめ手元へ入る前に

取っちゃうと。これが発展してきたのが年金天引

きという考え方なんだわ。納税というのは税を納
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めるという行為ですから、徴税ではないのだよね。

だから一たんは高橋憲二がサラリーを手にすると、

収入を。そこから税を納めるんだという意欲的な

行為、要するに政治に参画していく行為が納税と

いう行為。ところが、特別徴収というのは徴税事

務は非常に利便で、手元に入る前から取っていく

わけでしょ。いささかの人間的な雰囲気もなしに、

経済的ないささかの用意もなしに全部取ってく。

これが今、税の本流だとさっきおっしゃった。わ

ざわざ数字も挙げて本会議でもおっしゃった。こ

れが税の本流。 

 しかし、これは日本古来の特有のやり方であっ

て、徴税という行為と納税という行為は厳密に違

うと。あえてこの不公平論を掲げられるから私言

うけども、普通徴収が原則ですよ、こんなことは。

普通徴収が。その普通徴収の原則をよりスムーズ

にやらせるために、口座振替制度を市はやろうと

いうことで、口座振替宣言都市までやって、口座

で振りかえてもらえば口座に金がある限り自動的

に落ちていく。しかし、それ一たん口座へ入る。

口座へ入って、確認するかどうかはともかくとし

て、自分の所有物になってそっから出てくわけで

しょ。だけど特別徴収というのは、自分の手元に

入らないうちに口座に入る前から取られていくわ

けだから、これは、今発展してきて問題になって

る年金天引きですよ。何でおれの意志に関係なし

に年金から取ってくんだと。サラリーなら相当金

額があるからね、運用益というか、そこで泳げる

けれども、年金はそう大したことないのに皆持っ

てっちゃうと。65歳以上の国民健康保険税も天引

きと、きょうび。とにかく先に税の徴収ありと。

この考え方が、私は基本的な納税の考え方とは乖

離があると。納税という考え方とは乖離があると。 

 元来は普通徴収。後期高齢者医療制度の保険金

も、元来は全部自分が出すと。これ当然のことだ

と思う。ところがさっき言ったように、くどくな

るから繰り返しませんが、徴税されて当たり前だ

というシステムがどんどん入ってきたために、普

通徴収が尐数派になって、その尐数派の納税意欲

を構築するための納期前報償金という制度は、矛

盾があり不公平だというところの議論だと思うん

ですね、私は。総務部長おっしゃってるのは。そ

の限りはそうかもしれんけれども、納税の原則か

らいったら、私はそこに光を当てることは間違っ

ているとは言えないと思うんです。 

 金持ちが一定度納期前で払える人たちを優遇し

た措置じゃないかという議論もあるかもしれませ

んが、さっき言ったようにそれが39億円という形

で市の財政に貢献できるということであれば、一

定の措置をもって、特例をもってその人たちを処

遇する、税の恩典を与えてあげるということは、

あながち税の本質から見ると間違った行為ではな

いんじゃないかというふうに私は思ってるわけで

す。いやいや歳出削減じゃないんですよと、これ

は。徴税に伴う、納税に伴う不公平感の解消だと

いうふうにおっしゃるから、私ちょっと考え方を

申し上げたんですが、どう思われますか。普通徴

収が原則じゃないですか、憲法的な措置から言え

ば、あえて言うと。 

○総務部長 

 冒頭にもちょっとお話しさせていただきました

けども、基本的には、徴税という形ではなくして

納税ということです。すなわち納税者みずからが

これだけの所得があったことを申告して、それに

対して賦課をしていくというのが市県民税の本来

のあり方だということは私も思っておりますが、

これは一つ、制度の流れでですね、現在そういっ

た第２次、第３次産業の方が多いということで、

税の収納のあり方が形として変わったというふう

には認識をしております。 

 それから、納税者につきましても先ほどお話し

しましたが、それすべてが不公平感ではなくして、

いろいろの観点も一つ加味してですね、それから、

納税者みずからがやはりできるだけ納税しやすい

環境ということも、十分市としての施策の中で行

ってきておりますので、そういった全体的な中身

で考えておりますが、基本的な認識は私も委員と

違うところではございません。 

○高橋委員 

 つまり何が言いたいかというと、年金から保険
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料を天引きされて当たり前、税金は手元に入る前

に取られて当たり前、そういうことができない普

通徴収の人は、尐数派で低所得者で市民としてい

かがなもんかと。こういう議論に発展していく可

能性があるし、現に厄介者扱いだと、国保の滞納

者。あるいは後期高齢医療の普通徴収。本会議で

も議論ありましたね、厄介者だと、困ったもんだ

と。収入が尐ないから天引きができないと。要す

るに徴税コストがかかるんだと。こういう議論が

今蔓延しとるわけだね、小泉改革以来、とりわけ。 

 だから、こういう人たちをどういうふうに措置

するかというと別枠だと。いよいよ保険証も取っ

ちゃえと。そうしたら、赤ちゃんまで保険証がな

くなって今大問題で、慌ててそんなことはいかん

ぞということで、資格証明発行しなさいというこ

とになってる。つまり本末転倒でやってきた考え

方や思考が、そういう段階へ来てバッティングし

て、やむにやまれない問題とバッティングしてそ

こで共生しなければならない、調整しなければな

らないような事態になってる。私はそういう傾向

と流れに対して大変危惧を持ち、これでいいのか

という考え方を持つ者の１人です。 

 したがって、本件の提案理由がそういう時流に

軸足を置いたものだとすれば、それはそれで検証

することが求められていると。もちろんこれは早

目に出した人の行為についての報償ですから、し

ょせん報償の範囲だから、それは多尐報償が減額

されること自身が決定的な問題だというふうには

思いませんが、よって立つ立脚点がそうだとすれ

ば、知立市はまだこんな報償制度やっとるのかと、

前近代的な。特別徴収が当たり前じゃないのかと。

年金から引いてもらって当たり前じゃないのかと、

こういう議論にくみするような形での条例改正だ

とすれば、ここは尐し警鐘を鳴らしておかなきゃ

いかんのかなというふうに思ってるということは

一つ財政当局にも御理解をいただきたいというこ

とであります。 

 普通徴収は、何も厄介者でもなければ大手を振

って、税は申告制度ですよ、これ。確定申告をや

るというのは大原則ですよ、これ。勝手に会社が

所得を把握して、あんたの金額はこうだとやるわ

けでしょ。そうじゃない、税というのは申告制度

ですよ。これが大原則。ここがお互いにね、間違

えないようにしてほしいし、ぜひそういう認識に

立って納税についての認識をお互いに深め、一致

していきたいというふうに思います。 

 そこでもう一つ聞きたいのは、いろんな納税の

機会、納税条件を緩和してきたと。いよいよ21年

度からですか、マルチペイメント、コンビニ収納

が始まるんだということですが、これはどの程度

の収納を今予定されていますか、これぐらいは来

るんじゃないかと。 

○税務課長 

 なかなか実数で件数が出てきてはいないんです

けど、ここに東京都の例がたまたま載ったものが

ございまして、コンビニによる収納額が全体に占

める割合が20.7％ということで、かなり多いとい

うこと、特に県で言う自動車税については30.9％

というような形でかなり多いということ。 

 それから、私どもが今いろいろ徴税について、

未納とかそういうとこで照会する中で、コンビニ

やってないのかというような声も非常に市民の方

から聞かれます。何せ夜勤とか、そういうだんだ

ん減ってきてるような状況ですけど、そういう方

も見えて時間内になかなか行けないと。コンビニ

がやっていればそういうとこ行けるからというこ

とで、申しわけないけど来年から実施していく予

定だということは言っておるんですけど、何せ先

輩市もなかなか尐ない中でたまたま東京都ではこ

ういうような数字が出ております。 

○高橋委員 

 ちょっと納期前納付の本題からはちょっと外れ

て、委員長、恐縮なんだけども、納税形態として

はコンビニも含めて指導するようにすると。だか

ら、より利便性を図って納税の公平性を担保して

るんだということを強調されました。東京都で

20.7％。自動車税は県税ですから重量税その他、

知立は軽自動車しか入らないんで、これ対象にな

らんかもしれんけど。 

 ちょっと聞きたいのは、コンビニ収納をやるに
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当たっての手数料ですね、手数料。あるいはコン

ビニ収納をするために使ったＯＡ機器の配置です

ね、これどのぐらいかかったんでしょうか。ちょ

っと本題から外れて申しわけないけど。 

○税務課長 

 コンビニ収納につきましては、１件約50円から

60円ぐらいの金額が、こちらから手数料が必要と

なります。開発につきましては、ちょっと手元に

資料がないもんですから、また後ほど。 

○高橋委員 

 ちょっとまた調べて御報告いただけますか。こ

れはちょっと本題から外れて恐縮やけど。 

 ウィング広げて収納しやすくするんだと、納税

してもらいやすくするんだということで、コンビ

ニで税金を振り込めると、あそこでね。そうする

と１件50円から60円かかると。今、指定金あるい

は指定代理等金融機関で公金の収納をしてもらっ

てますが、これ幾ら払ってますか。 

○税務課長 

 １件10円を下るような金額でやっていただいて

おります。 

○高橋委員 

 一般的な今日では１件10円が50円から60円にな

ると、コストがね。これは、まあそれぐらいの利

便性が今、必要かもしれんけども、納税コストが

かかるということでちょっと議論が要る。もちろ

ん、広げていただいて収納率を上げるということ

は大前提ですので、それはそれで間違いではない

と思いますけれども、そういう形で広げることに

ついてのコスト、そして現行の指定金等の金融機

関でのコスト、これらについては、これ一遍やっ

てみなわからん面があるんですが、どんなお考え

方をお持ちでしょうか。 

 そして、今回減らすという納期前報償金との関

係はどんなふうに考えてみえるのか、ちょっとあ

わせてお伺いします。 

○税務課長 

 今回の収納方法の拡大ということで、コンビ

ニ・クレジット・マルチペイメント。これに関連

して収納形態がいろいろ複雑になるもんですから、

収納に係る方の開発、収入の会計システムですね、

そちらも多尐さわっていくということで、全体で

は4,000万円ちょっと超えるぐらいのお金が、開

発にはかかるんではないかと思っております。 

○総務部長 

 市税等の収納拡大につきましては、平成20年度

に予算措置しておりますが、３点ございまして、

大きくは２点ですけど、一つは基幹システムの開

発、これが2,687万9,000円、それからあと、金融

機関との収納の方法が今度変わってまいりますの

で、その歳入システムの開発の委託が1,220万

7,000円、それにあと、プリンタ等の借り上げ等

が200万円ほどかかりまして、全体で4,152万

8,000円という形になります。ただこれ初期投機

ですので、あとはランニングコストがかかってい

くという形になります。 

○川合委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ声あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に討論に入ります。まず、本案に対する反対

討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ声あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第73号について挙手により採決します。 

 議案第73号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手全員です。 

 したがって、議案第73号、知立市税条例の一部

を改正する条例の件は原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 議案第77号、平成20年度知立市一般会計補正予

算（第３号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○永田委員 

 補正予算で１点だけお聞かせください。 
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 一般質問でもちょっと財政調整基金の件が出て

きたかもわかりませんけども、今回補正の中で、

ページは26、７になりますけども、今回の財政調

整基金積立金407万3,000円、もう一つ減債基金積

立金36万3,000円、この金額、振り分けた意図を

お聞かせ願えますでしょうか。 

○総務課長 

 ただいまの御質問の件でございます。 

 まず今回、こちらの方に計上させていただいた

ものにつきましては、いずれも利子増のためとい

うことでの金額になっております。それぞれ積み

立てております財政調整基金の積立金の方で407

万3,000円、減債基金積立金の方で36万3,000円と

計上させていただいておりますが、年度当初の金

利が年間で0.25％で見込んでおったものが、いろ

いろと数がございます。減債基金につきましても

財政調整基金につきましても、各金融機関等への

預け入れをしておりまして、その金利が0.25で見

込んどったものが0.5とか0.44とか、低いもので

0.32というのもございますが、そういった金利の

方に、最終的にはそういった金利で預け入れをし

ておったという形での差異でございます。そうい

う形でよろしかったでしょうか。 

○永田委員 

 すいません、余りよくわからなかったんですけ

ど、つまり金利の動向によってこの積立金額がこ

のような形になったということで理解すればよろ

しいですかね。 

○総務課長 

 この金額がそのまま財産収入という形になりま

して、歳入の方にも同じような形で計上させてい

ただいております。 

 以上です。 

○総務部長 

 今ちょうど予算書の23ページに利子の収入が載

っておりますけども、大きく申しますと、財政調

整基金は基本的に19年度決算末で18億円ございま

す。減債基金は１億9,000万円という形ですので、

ざっと言って10倍ぐらいの金利の格差は出てきま

すので、この400万円と36万3,000円というのは大

体妥当な線ですが、あと一応基金の運用管理につ

きましては会計管理者に属する職権でございます

ので、そちらの方でより有利な形で振り分けして

預金をしてみえますので、その関係で３年ものが

あったり、あるいは１年ものがあったり、国債が

あったりという形ですので、こういう形になって

おります。 

 以上です。 

○永田委員 

 わかりました。もう一度、再度確認なんですけ

ど、この財産収入の当初の補正の合計が1,345万

4,000円という形で、その数字に合わせて財政管

理費で443万6,000円という形でいいということで

よろしいですね。その辺だけ確認だけ、すいませ

ん、お願いします。 

○総務課長 

 おっしゃるとおりでございます。 

○川合委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

○高橋委員 

 補正予算について若干お尋ねしたいと思います。 

 17ページに市民税の歳入がございます。お伺い

したいのは、家屋に対する固定資産税並びに都市

計画税でありますが、税額というのは、家屋の場

合、土地でもそうですが、１月１日の現況に課税

されると。１月１日の評価額、評価は３年に一遍

ずつやるんですが、１月１日状態で課税客体は全

部照会できるので、年度当初には当然、今年度の

固定資産税の額は幾らと、都市計画税は幾らとい

うのは出てくるというふうに理解していますが、

その理解でいいですね。 

○税務課長 

 委員のおっしゃるとおりです。 

○高橋委員 

 そうすると、12月のこの段階で補正されるとい

うことは、いわば歳入の財政調整をされていると

いう理解でいいですか。 

○税務課長 

 土地家屋につきましても１月１日の状況という

ことでございますけど、実際に、その課税客体を
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つかまえて評価するというのは１月１日でやりま

すけど、予算をつくる時点では、要するに家屋が、

今ごろ次年度の予算をつくっていくわけでござい

ますけど、どの家が１月１日に完成するとか、こ

の期間で土地がどういうふうに動いたというのを

調査しております。今まさに調査している中で、

１月１日の状況でその方が、家屋ですね、住まわ

れるかどうかということで課税客体になってるか

どうか分かれ目があるもんですから、そこで、言

っちゃ何ですけど、多尐尐な目に課税客体を見て

おるということはございます。 

○高橋委員 

 12月31日に家が壊しちゃったと、１月２日にな

ったら田んぼが造成されておったということは日

常茶飯事に繰り返されていくわけですよ。１月１

日現在の状況に課税するわけですから、固定資産

税というのは。12月30日まで大きな立派な屋敶が

建っておってもね、１月１日にはなかったとなれ

ば、今はわかりませんけど当然あそこから100万

円固定資産税が入る予定だったと、家屋のね。と

ころが12月30日に壊されたと、１月１日の航空写

真を撮ったら家があらへんということになれば、

そっからは納税がその年度でね、翌年度の納税で

きませんので当然減額になる。そのことは予算を

つくる段階でよくわからんという趣旨のことを言

っておられますよね。それはよく理解できます。 

 それで私が言ったのは、そういう側面あるけど

も、だから当初予算ではすべての土地家屋につい

て捕捉する、課税客体を全部掌握することは、し

たがって難しいということはわかるけども、これ

だけの金額が12月で補正されるということは、財

政調整の意味もあるんですかと聞いとるわけだけ

ども、この金額は、いやいやそうじゃないと。捕

捉できなかった過不足がのったんだということで

いいかどうかということですよね。過不足分だと、

これは。要するに予算編成の段階で、客体として

捕捉できなかったものをここで捕捉したものを出

したんだと、こういうことかどうかということを

確認しておるわけです。 

○税務課長 

 当然、予測できなかった部分も入っております。

それから歳入予算ですもんで、余り過大な見積も

りをして、あとお金が入ってこないようなことに

なれば財政運用上も非常に大変なことになるもん

ですから、やはり考える100％のもので歳入予算

をつくるのは、かなり難しいというふうに考えて

おります。だもんですから、調整という意味は全

く考えてはおりません。特に償却資産は動きが大

きいものですから、今回も大きな金額を補正させ

ていただいとるわけですけど、弱腰というんです

か、そこまでよう出し切らないというのが、これ

も申告でございますもんで、それを出していただ

いてやっとわかるという数字なもんですから、や

はりちょっと引かざるを得ない、課税側としては

引かざるを得ないということで考えております。

財政調整ではございません。 

○高橋委員 

 私は償却資産とかそういう難しい話をしとるん

じゃない。土地と家屋について話しとるんだわ。 

 １月１日現在の、まあ見えるわけだから、土地

と家屋は、私たち目視できるわけだから。１月１

日の土地と家屋に、要するに20年の１月１日の土

地と家屋に20年度の固定資産税がかかるわけでし

ょ。12月30日に家が壊れとったら、20年度の固定

資産かかりませんがね、そういう約束事で、基準

日は１月１日という約束。だから１月１日にあな

たたちは航空写真を撮って、土地がどうなっとる

のか、形変されてないのか、家屋はあるのかどう

か確認されるわけでしょ。それはいいんですよ、

全然問題ない。今回そうやって課税客体、もらう

べき固定資産税の対象をきちっと掌握され決めら

れるわけだから、12月にこの税額の補正が出てく

るというのはいかがなもんかということを聞いと

るわけです。 

 いやそれは財政調整ではないんだと。そういう

ことをあんまり強調されるんでちょっと聞くんだ

けど、固定資産税の家屋は3,000万円ですがね、

補正予算は。都市計画税は家屋は1,500万円です

がね。これ税率が違います。これは同じ土地に対

して、Ａという土地に対して固定資産税が100分
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の1.4かかりますよね、課税標準額の。それから

都市計画税は1000分の３、100分の0.3かかります

よ。3,000万円と1,500万円はその比率になってな

いでしょう、これ。なってるんですか。 

 つまり財政調整があるんですよ、これ。あって

もいいんだわ。つまり忘れとった土地が、忘れと

ったというか捕捉できなかった土地がここで出て

きたというなら、その比率で都市計画税の税率と

固定資産税の税率の比率で案分されなきゃならん

でしょ。これ案分されてない。つまり同じ土地、

課税客体として捕捉できなかった土地を今出しと

るというわけじゃないということだがね、これは。

そうなってないんじゃないですか、どうですか。 

○税務課長 

 都市計画税ということになりますと、線引きで

市街化区域にある家屋にかかるということで、そ

こら辺でかからない土地、かかる土地ということ

で、単純平均で比率が同じように出るというふう

ではちょっと難しいかなと。こういう乖離は当然

あるというふうには感じております。 

○高橋委員 

 いやいやそんなこと言っちゃいかんよ。それは

そういうことなんだ、理屈は。しかし市街化の区

域以外の家屋ってどんだけあるの。山田谷とか西

中町とか、ありますけど、こんなところはしょっ

ちゅう家ができたり壊したりはされてないじゃな

いですか。 

 つまり固定資産税で3,000万円、都市計画税で

1,500万円ですか、１対２の関係になっとるわけ

でしょ。もちろんここには都市計画税のかからな

い家屋がある、市内にはね、尐数だけども。それ

はわかりますよ。それを加味すれば２対１になっ

とっても全然問題ないというふうにおっしゃるけ

ども、そんなふうじゃないでしょ、これ。つまり

固定資産税の家屋の課税客体はこんだけだと、都

市計画税の家屋はこんだけだ、土地はこんだけだ

ということは、もう既に計算が出とるわけだから。

令書も行っとるわけだから。それで歳出歳入のバ

ランスで、こんなに歳入を入れたら歳出困るとい

うことでしょ。そしたら歳入ちょっと抑えないか

ん。要るんならいっぱい出さないかんということ

で財政調整されているんで、この3,000万円と

1,500万円は、土地でいうとＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｆ、

Ｉ、Ｊということで、この向こうにある土地は捕

捉されてるわけじゃないでしょ。そういうことで

補正されてるわけじゃないでしょということを言

っとるわけ。 

 要するに、総体でつかんで、Ａの固定資産税を

今上げるのか、Ｂは年度の途中で上げるのかなん

ていう作業されてないわけだから。総体でこんだ

け敗入ると、総体でこれだけ出てくと。だったら

どっかで財政調整しなきゃならん。その財政調整

が今の12月補正で今論議すると、そういう調整が、

調整弁の一つに固定資産税というのが働いている

んじゃないかということを聞いとるわけ。その側

面なしとは言えんでしょ。別にあってもいいんで

すよ、そんなことは。あんたがないって言うから、

ほんとにないのって余分な嫌らしい話しとるだけ

のことで。どうですか。 

○総務部長 

 筋論でお話させていただきますと、固定資産税

と都市計画税、確かに２対１ということで申しま

すと、3,000万円が固定で出ていけば都市計画税

で1,500万円という形になります。 

 しかし、おっしゃるとおりでありまして、税は

やっぱり120億円という市のかなめの歳入であり

ますので、そこら辺が個人市民税も、あるいは法

人税も含めてもし今調定をしている、法人税につ

いては調定して入ってくるわけですので、そうい

ったものを含めていって、税がもし、歳入が予算

よりも欠落してしまうということはやはり大変な

ことになりますので、そこら辺を含めて委員のお

っしゃるとおりで、固定が出ていくなら都市計画

税も連動して当たり前じゃないのということは、

私も理解し、これが調整弁をさせていただいてお

るということも、そのとおりでございます。 

 したがって、全体は９月末でも家屋が17億

8,900万円の調定しておりますけど、それに対し

て収納率掛けて、およそ3,000万円上げておりま

すが、もう尐し収納率が上がれば入ってくるとい
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うふうに思います。都市計画税もそれでいくと約

1,600万円になるわけですけど、入ってくると思

いますが、そこら辺のランクはおっしゃるとおり

で調整という形で出していただきましたので、御

理解賜りたいと思います。 

○高橋委員 

 そこでちょっと私、お尋ねしたいんですが、来

年度、固定資産税評価がえということですね。土

地の場合ですと地価の上昇の度合いというのは公

示価格、幾つかの価格の売買実例もあるし、総務

省のやる公示価格もある、もう一つ愛知県のやる

やつも、幾つかあって、大体この土地の動向とい

うのがよくわかるんですね。 

 問題は家屋ですよ。山口税務課長に聞きたいん

だけども、家屋の評価というのはどうやってやる

んですか。これ来年ちょっと評価がえなんでね、

あえて聞いておきたいんです、家屋の評価。 

○税務課長 

 家屋の評価につきましては国の評価基準という

のがございまして、使ってる部材、屋根の部材、

それから建築構造、そこら辺、部材を細かく拾っ

た中での評価をさせていただいております。 

 特に評価がえの年ですと既存の建物がございま

す。この既存の建物につきましては、現在その建

物を建てると幾らかかるかということで計算し直

して、再建築価格という言い方をしておりますけ

ど、再建築価格を出しまして、その金額から要す

るに経年減点ということで、長いこと家が建って

ると、まあ減価償却みたいなもんですけど、経年

減点ということで減価します、古い家については。

それで新しい評価をつけるということで、評価が

えの場合は、ほぼ先ほど言いました再建費が、今

の建築価格が１としますと、再建費が高くなった、

建築価格が高くなって建ったときより1.1になっ

てしまったら、元の１のままで固定というような

形で、低くなったらそれで落とした中で耐用年数

でまた落とすというような形になりますもんです

から、家屋につきましては、評価がえの年につき

ましては、まず税収が落ちてしまうという形でご

ざいます。 

○高橋委員 

 難しいことをおっしゃったけども、どういうこ

とをおっしゃったかというと、土地と家屋があり

ますよ。今問題にしてるのは家屋。家屋について

は値段がなかなか決まらんわけですよ。土地は売

買実例もあるし公示価格も発表される。ところが、

ＡならＡという家、高橋憲二の家、私の家は昭和

55年ですよ、改築、建築。これ固定資産税かかっ

とるわけ。私の家を幾らに見るかというのは難し

いテーマなんだわ、これ。家だけ買うというケー

スはないです。多分私売ればね、いやいや家を壊

してもらったらいいと高橋さん、家がついとると

あんたの土地安くなっちゃうで、家なんか評価に

なりませんよと、こういうことじゃないかと思う

んだよ、私の家の場合は。だけど、何で固定資産

税がかかるのかという疑問があるんだよね。 

 家だけを売るという、まあ土地とセットで売る

んだけども、土地だけなら例えば1,000万円、家

がついとったら900万円ですと、家の除却費が100

万円かかるのでというケースがあるんですよね。

私の家がそういうふうに認定されるかどうか知り

ませんけども。 

 つまり土地の評価というのはわかる、ある意味

で。だけど家屋の評価をどうやるのかというのは

ね、これは納税者の共通の疑問なんですよ。今、

山口さん何とおっしゃったかというと、固定資産

の再建築価格を採用するんだと。再建築価格とい

うのはどういう価格かというと、今、高橋憲二の

家をつくると幾らかかるかということを計算する

わけですよ、再建築価格というのは。 

 つまりテレビで出るような有名な古い総ヒノキ

の旅館があったとする、例えば。築後50年たって

ね、歴史と伝統をはぐくみながら営々とやっとる

けども、そこのじゃあ固定資産税、家屋どうやっ

てはかるかと。再建築価格でやるんですよ。つま

り50年前に総ヒノキの家をつくったら幾らかかる

のかと建築費が。それを一遍出して、そこから50

年耐用年数、減価償却を総務省の数値があります

から、それを当てはめてやるというわけでしょ。 

 ところで私もう一遍聞きたいのはね、じゃあこ
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の家屋の課税標準というのは何によって決めよと

書いてあるのか。そこは再建築価格でよしという

ふうにしてるんですか、地方税法は。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

午前11時02分休憩 

─―――――――――――――――――― 

午前11時12分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 答弁。 

○税務課長 

 今、御質問がございました基準ということでは、

地方税法の388条にございまして、総務大臣は固

定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び

手続以下、固定資産評価基準というを定め、これ

を告示しなければならない。この場合において、

固定資産評価基準にはその詳細に関する事項につ

いて都道府県知事が定めなければならない旨を定

めることができると。ここで固定資産評価基準に

よって評価を実施しろということでうたってある

ということだと思います。 

○高橋委員 

 ちょっと違いますよね。地方税法は349条、こ

れは私、共通の349条第１項、何と書いてあるか

と言いますと、固定資産税の課税標準、つまり固

定資産税の根拠になる課税標準は、当該土地また

は建物の基準年度に係る賦課期日における価格と

書いてある。 

 難しく書いてあるけれども、要するに評価がえ

の１月１日、これが基準年度の価格として出ます

からね。これが固定資産税の課税標準なんだと書

いてある。いいですか、基準年度の価格。つまり

来年の１月１日の価格、これが課税標準になるん

だと。土地はさっきのように比較的わかりやすい。

建物と。じゃあ価格とは何かということが問題に

なりますがね、あなた方は再建築価格でいいと。

価格とは何かということはこれもきちっと書いて

ありますよ、地方税法の341条５号、固定資産税

に関する用語の意義。５号、価格、基準年度の価

額。だからこの価格とは何か、適正な時価をいう

と書いてあるんだよね、地方税法上は。適正な時

価をいうと、基準年度の価格というのは。これは

地方税法の決め。そして当市の知立市税条例は、

第57条の２で基準年度の価格をいうと書いてある。

つまり評価がえが３年に一遍ずつある１月１日の

価格、これが課税標準、これが課税のベースにな

るんだということなんだよね。それは価格という

のは何かというと適正な時価だと。さっき言った

ように土地はわかりますよ、ある程度。売買実例

も脇にあるし、さっき言った公示価額も出ると。

建物なんだわ。さっき納付前納付の報償金のとこ

で議論しました。昭和26年に地方税法はできたん

だと。できた当時は問題なかったんだと、この交

付金の考え方は、報償金は。その後、どんどん特

別徴収が入ってきて税の徴税体系が変わった今日、

引き続き公金を払うことはどうなんだという不合

理が生まれてきた。つまり建物の場合は再建築価

格でやったんだね。戦後直後、地方税法ができた

はなはよかった、それで。だって日本全体、焼け

野原になりましたし、そこで新しい家屋が建つ、

固定資産税という概念が入る、そういう中で新築

がどんどんふえる、そういう中でじゃあどう評価

するかということで再建築価格というのが当時は

有効だったと。先ほどの議案との関係で申し上げ

ればそうだったと思うんです。 

 だから近藤部長はね、いやいつまでも納期前納

付を今のままにしておいていいのかと。時代の変

遷と不公平が生まれてきとんじゃないかと。固定

資産税の家屋だけは今日も再建築価格なんだね。

今日も再建築価格。それは総務省が全部指示して

くる。つまり来年１月１日のこの家屋が、今つく

ると幾らかかるのかということをまずやるんだわ。

それから築後何年、私のは55年だから、建築後ね、

だからそこから総務省に係数がありますから、こ

れ掛けるんだわ。要するに減価償却を掛ける、こ

れで評価額を出すわけですよ。そうなると０にな

ることはないということですか、建物というのは。

０になることはないと、建物の価値が、というこ

とですね。ちょっと教えてください、そこは。 



- 14 - 

○税務課長 

 建物が存続して利用されているということであ

れば０という評価はございません。最終５％ほど

の評価になってしまうというふうには思います。 

○高橋委員 

 再建築価格というのはそういう弱点があるんだ

ね、０にならない。だけどさっき言ったように、

土地だけ高橋さん売ってくれるなら1,000万円で

買うけども、家屋がついとったら900万円だよと

いうわけだ。そんな土地はあなただから住めるけ

ども、あなただから後生大事に家が建っとるけど

も、そんなものは適正な時価で言やあマイナスだ

と、評価は。こういうことでしょ、まち中の評価

というのは。だからさっきあえて聞かせてもらっ

たのは、その再評価額というのはどこの根拠なん

だというと、基準日の基準年度の価格だと。それ

は適正な時価だと言ったらね、まあ犬小屋の隣み

たいなあばら家が建っとったって５％程度の固定

資産税かけるわけでしょ、家屋に。そういうやり

方が時代的感覚から言うと、徴税する側はよろし

いですよ、入るんだから。近藤部長、さっきのあ

なたの理屈から言やあ、再建築価格を見直さない

かんことになるんじゃないですか。バラックでも

建っとれば。 

 もう一遍聞きますが、税務課長、住んでいなく

ても建っとれば課税されるんでしょ。住んでいる

ということが前提になるんですか。 

○税務課長 

 建っているという状態であれば課税させていた

だきます。本来、住居として利用されてる場合、

ある程度、営繕とか改修関係やられてるもんです

から、長年たった建物でもそういうことで住める

ような状態になっておるというふうには思ってお

ります。 

○高橋委員 

 いや、だからおっしゃるとおりだわね。そこに

居住してるかどうかというのは調べないんだわ。

それは固定資産税の評価の基準ではないから。建

っとるかどうかや、そこに建物があるかどうか。

だから航空写真で十分なんだわ。だからもう、こ

んなとこにあなた住んどるのというようなお宅で

あっても、その人にとっては大事な城であるし、

その人にとっては長年住みなれた我が人生の宝で

すよ。しかし、それは言ってみれば建物としての

償却期限は十分済んで、骨とう品的価値も認めら

れないようなところであっても、そこに建物があ

り、そこに人がいなくても建物がある限り評価を

する、税金を取ると。 

 つまり、よく議論されるが、土地を見たら税と

思え、建物を見たら税と思えと、まあいわば職業

病的反射神経というかな、悪く言うと。土地を見

たら税と思えと。だから農地で遊ばしておくなん

ていうのはもってのほかだと。早くいろんなもの

を建てるなり整備して、雑種地が一番いいですよ

ということではないけども、そういう何と言いま

すかね、矛盾が生まれてきてると私思うんですよ、

建物について。 

 例えば今、駅周辺で区画整理やってますね。相

当、老朽化した建物があります。きのうも朝方、

火災がありましたね、市内で。市内の中心部には

相当古い歴史的な建物があります。それは歴史的

希尐価値のあるものもあれば、ただ単に古くなっ

たというところもある。しかし、そこからも等し

く建物の税を取るという考え方は、来年評価がえ

なんだけども私は異論を挟みたい。総務省の再建

築価格は０にならないような仕組みになってる、

それでいいのかということです。私たちの固定資

産税は、地方税法によって根拠法はあるけれども、

地方税法に根拠法はあるけれども、知立の税の執

行は市税条例でやっとるんですよ、これで。市税

条例で納税、徴税をしているわけでしょ、この市

税条例。この市税条例に再建築価格ということは

書いてあるんですか。 

○税務課長 

 確信はございませんですけど、書いてないと思

います。地方税法には書いてございます。 

 それから、委員が言われた古い家の課税につき

ましては、人が住んでいないという家で建物課税

してるということがございますけど、土地の方の

課税ですね、人が住んでおると、こちらが住める
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と、また来年から住むかもわからないというよう

な認識をして、要するに土地の評価の方、まあ住

宅の軽減ですね、６分の１というような軽減もき

いていくもんですから、逆に言うとそちらの方が

安くなってしまうもんですから、市民感情もあり

まして、家が建っておってまたすぐ住まれるとい

う解釈で一応考えておるという一分ございます。 

○高橋委員 

 再評価、再建築価格でやるということは書いて

ないです。書いてません。これが私たちの課税の

根拠ですよ。この根拠は何かといって問われたと

きに、いやいや地方税法なんですということが言

えるわけですがね、課税しとる根拠はあくまでこ

ちらの方ですよ、市税条例。ここには書いてない。 

 だから、建物の固定資産税の再建築価格がいま

だに亡霊のように生きているということについて、

私は尐し再検証が必要ではないかというのが基本

的な私のきょうの訴えですね、提起したいテーマ

です。 

 税務課長は、ばか言っちゃいかんと。建物が建

っとれば土地の減免があるじゃないかと、減免と

いうか６分の１になるじゃないかと、宅地が小さ

ければね。建物があるからそれが土地の方で優遇

されとるじゃないかと、こうおっしゃる。それは

迂回路であって、もう老朽化した建物は課税をし

ないと。しかし建物が建ってることは事実なんだ

から、そこは６分の１の還元措置をするというこ

とじゃないですか。住んどればなおさらのことだ

がね、あんた。 

 よく議論があるのは、町工場をどう評価するか

と。つまり新しくそこを工場として求める人はだ

れもいない。時価、建物の売買実例時価から言っ

たら評価できない。しかし、そこに工場がある、

工場で仕事をしとる人から言えば大事な大事な工

場であるし、利用価値があるんだと、利用価値が。

その人にとっては。利用価値があるということは

認められるけれども、その利用価値があるという

ことと建物の資産としての評価があるということ

とは別なんだわね、これは。当然ですよね。固定

資産税というのは利用価値に着目してないんだか

ら。利用の価値の度合いに着目してない。その土

地から、その家屋から幾らの収益があるかという

ことに着目した税ではないんですよ。そこに価値

が存在するというところに着目した税だからね。 

 だから、そこから収益が上がろうが上がるまい

が固定資産税はかかるわけ。年金暮らしであろう

が1,000万円の所得のあるサラリーマンが住んで

おろうが、そんなこと関係なしに建物の構造によ

ってかかるわけでしょ。だから使用価値のある町

工場を固定資産税の建物がどう評価するか。これ

は大いに議論の分かれるとこだと思うんです。現

在は再建築価格、あなたのおっしゃるように。だ

がこれは０にはならない。どんなにぼろ家であっ

ても、立派な工場でそこから有能な機械がつくら

れていても、ぼろ家であっても固定資産税がかか

る。 

 この矛盾は知立市だけで何ともならない面があ

るけれども、課税自主権というものもありますし

ね、ここには再評価価格なんて書いてないわけだ

から。そこは尐し知恵を絞る余地があるんじゃな

いかな。私は、地方分権がいろいろ言われるけど

も、まさにこういう点で職員の皆さんが知恵と能

力と経験を生かしてね、知立市に合うような建物

の、要するに償却をし切ってしまった建物につい

てどう評価するのかということについて知恵を絞

る分野があるんじゃないかと、こんなふうに思っ

てますが、総務部長、どんな御所見でしょうか。 

○総務部長 

 難しい議論ですので、私として今の制度を、何

というか考え方の余地があるかという部分は、今

認識を新たにさせていただきましたけども、おっ

しゃってみえるように、例えば所得とか事業所得

とかそういったものはやっぱり応益という形で税

を課しておりますし、固定資産税はその存在とい

う形での応能という形で賦課しているというのが

地方税法の骨幹理念であるということもございま

す。今申しました後者の部分で今課税が行われて

いるということが、またそれがおっしゃっている

意味は非常によくわかりますけど、固定資産につ

いても、55年たったときの価格と、同じ建物であ
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っても今の時点で建ったときということで、じゃ

あ評価がどう変わるということで再評価している

ということが現状であって、償却し切ってしまっ

たものに対して、先ほど課長が答弁しましたが、

５％、６％という税がかかっている部分について、

果たしてそれが高橋委員のおっしゃったようにそ

のものの価値と、そのものに対する所有者の気持

ちというものが入っておりますので、現時点それ

を５％と見ているんだろうというふうに思ってお

りますが、非常に難しい問題だと思っております。 

○高橋委員 

 一口で言えば、耐用年数を過ぎた、償却を過ぎ

た建物は課税しないというぐらいの考え方でない

と、資産価値に着目した税ですからね。土地は使

い方ですから、角地であれば高く、奥まっておれ

ば安くなる、これはもう当たり前の話。建物につ

いては、もう償却は十分されて、しかしなおかつ

そこで利用価値を認めて住んでみえる方々につい

ての評価の仕方というのは、別途つくられるべき

だと。そうしないと私は建物の固定資産税の不公

平が生ずると、地域的にね。 

 新しくできた建物をそうやってどんどんやれと

いうふうに言わないですよ、新しく建ったものは

当然きちっと税をかける、当たり前の話だと思う

んですよ。新築からしばらくたつと減免措置があ

りますが、やってもらう。しかし、耐用年数を過

ぎて営々としてそこで、人々の暮らしのために利

用されている、上手に使ってみえる方々まで同じ

ようなレベルで、再評価価格で課税するというや

り方については、もう時代のこの歴史の流れの中

で合わない。そういうもんだということでぜひこ

れはもう来年の固定資産税の評価がえのときに対

応するわけにはいかんかもしれませんが、そうい

う視点から問題点を掘り下げてもらいたいという

ことを改めて申し上げておきたいと思う。 

 そこでもう一つ聞かなきゃいかんのは、来年度

評価がえですよ。そうすると、建物の場合に来年

度の評価、どうやってやるんですか。来年度の評

価。来年度の評価額、先ほど地方税法を読みまし

たね、基準年度の価格が評価額になるでしょ。つ

まり１月１日の基準年度の価格を出さないかんと。

これどうやって出すんですか、建物の場合。 

○税務課長 

 建物によって耐用年数も違うものですから、建

物によっての再建築価格を出しまして、建物、そ

れぞれ違いますから建築価格、Ｓ造とか鉄筋コン

クリートですね、それから鉄骨、木造、それぞれ

違います。また使ってある部材によりまして、一

緒の木造でも要するに耐用年数変わってまいりま

す。そこら辺で計算し直して、先ほども言いまし

たように再建築価格として計算し直して、もし先

ほども言いましたけど、もともとのものより上回

ってたらそれは変更しないと。まず下がっていた

ら減額して、あと経年減点の年数で落とすという

形でございます。 

○高橋委員 

 評価額は再建築価格、全部ありますよね、既存

の建てつけ時のものは。一番から何番まであるか

知りませんがありますよ全部。年度が全部違いま

すから。だから今度評価するわけですよ。そのと

きには、再建築価格に経年減点補正率というのを

掛けるでしょ。経年減点補正率掛けて評価を出す

わけですわ、高橋憲二なら高橋憲二の家の評価。

これは通年これでやってます、通年ね。 

 ところが、評価がえのときは、21年１月１日に

評価がえなんだから、評価がえから３年間はその

評価がえの評価額にこの点数を掛けていけばいい

わけでしょ。問題は３年に一遍の評価がえをどう

やってやるかということですよ。そうすると前年

度の、前基準年度、要するに３年前のそこの再評

価額というのがあるわけでしょ。前基準年度の再

建築価格に建築物価の変動割合を掛けにゃいかん

でしょ、当然。そして新しい再評価の価格を決め

るという作業をやるんじゃないですか。つまり最

近の建築資材の高騰が評価額にはね返る仕組みに

なっとるというふうに理解してるんだけども、そ

れでいいですか。 

○税務課長 

 委員がおっしゃいますように、再建築価格とい

うことになりますと、同じ建物をことし建てたと
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いうような形での計算になります。ですから材料

費等、かなり高騰してるというような形からすれ

ば、前建てられたより高い値段になるということ

はございます。 

○高橋委員 

 そうすると、前から今問題になっとる建築資材

が上がってると。建物は間違いなく長く使われて

るわけだから、その耐用年数は下がってるけれど

も、前回の３年前の再評価価格というのはありま

すよ、100なら100。で、一般的には３年後の評価

というのは下がると、どんだけ下がるか知りませ

んが下がるというんだけど、そこにこの間の建築

資材の高騰があればその比率を掛けるわけだから、

来年１月１日の評価額は建物については基本的に

上がるんじゃないかというふうに私は理解するん

です。上がった場合は頭打ちがあって、３年前の

評価額を超えた場合には３年前の評価額をもって

頭打ちというふうになっとるわけでしょ。という

ことになっとるわけなんだけど、この建物価格の

変動割合を掛けるということで、来年度の評価が

えは建物については軒並みに上がると、一般的な

計算は、という理解でいいですか。 

○税務課長 

 再建費を出させていただく場合ですね、まず上

がるということは間違いないと思います。でも上

がったとしましても、前回の再建費使って前回の

評価額、それから要するに経年減点は上回ってい

くはずですから、当然前回よりは下がるというこ

とでございます。 

○高橋委員 

 建築資材の高騰の割合を前回の評価額に掛ける

と。けども、それから３年たってるので、ふえる

ものと減るものが式の中にありますよね。その結

果、評価額は下がると、来年１月１日という理解

をせよということですか。 

 もちろん、上がっても昨年を超えてはならない

と、前年度評価がえをね。だって建物が再建築価

格やったら上がっちゃったなんていうことは、あ

ってはならん話だわね、そんなことはね。だから

下げないかんてことだけど、大体今の見通しでこ

の建築費の高騰を含めて、どんな評価額に落ちつ

くということになるんでしょうか。 

○税務課長 

 およそでございますけど、建物については５％

ほどは下がるというふうには思っております。 

○高橋委員 

 そういうことでいろいろ複雑な計算式をやられ

るけども、どうもさっきから言ってるように、価

格とは適正な時価だという大原則を明らかにした

場合に、建築資材が上がったから建物が古くても

価値が上がっちゃうと、評価が上がっちゃうとい

うような計算が持ち込まれてやってることは、ほ

とんどの市民は知らないわけでしてね。だから令

書が来れば払いますがね。払わなきゃ滞納と、こ

ういう実に実務的な対応になるのでやるけども、

私はきょうちょっと議論しましたように、これで

十分意を尽くしたわけではないけれども、建物の

評価については相当時代錯誤的な、もちろん税務

当局も一生懸命にやってみること大前提だけども、

不公平を残すような中身になってきているという

ことは、避けられない事態ではないかというぐあ

いに思います。 

 それで、当市はそういう中で建物の評価をする

わけですが、ちなみに今回補正もプラスで出とる

んですが、新しく家ができると、新築家屋がふえ

るということは、これはそこに新しく価値が存在

してくるわけですが、新しく。固定資産税がそこ

で課税できて、だから固定資産税額上がるという

ことになるんだけど、そのあたりは毎年どんな傾

向になっておるんでしょうか。20年度、21年度あ

るいは19年度、どんなあんばいで新築家屋がふえ

てきておるのか、それが税の増収にどういう影響

を与えているのか、合わせてお答えください。 

○税務課長 

 ちょっとすぐに数字が、的確な数字が出ないと

いけないわけですけど、知立市につきましては19

年ですね、建築基準法の手続の関係というような

形で、若干件数が減っております。それの減った

分が20年度建ってきているということ、また大型

の物件も、会社の方の寮とかそういうものも多尐
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ありますし、またここから見えるようなホテル等

の建設もございましたもんですから、確実に毎年、

上がってきておるということで考えております。 

○高橋委員 

 きょうは決算の審議じゃないんでね、あれです

が、確実に上がっとると。もうちょっと数字的根

拠を明らかにしていただくとより説得性があるん

じゃないかというぐあいに思うんですがね。 

 来年度はこの金融危機で、政府も住宅ローン減

税を相当大がかりにやらないと建物自身のブレー

キが厳しいと。不動産業界からは内定取り消しと、

大手不動産業界、内定取り消しと、こういうふう

になってるわけだから、建築業界が厳しいと、住

宅会社が、というのはもうあらわれてます。 

 そういう点で、来年度の予算編成は今やってみ

えるし、１月１日以降の話は再来年度の話になっ

ちゃうわけだけども、来年度以降の住宅の見通し

等については、なかなか要件的には難しいかもし

れませんが、どんなような従来の、今答弁いただ

きましたように、アバウトだけどもふえとるよと

いうことだけども、その辺の見通し、どんなふう

にお持ちになってるのかもうちょっと。今でなく

てもいいから、ちょっと新築住宅の動向について

資料をつくっていただいて、お出しいただくとあ

りがたいなというふうに思うんですが、合わせて

お答えくださいますか。 

○総務部長 

 新築家屋につきましては、19年度で373件、18

年度で377件、19年度で310件ということでござい

ますが、今後の見通しにつきましては、こういっ

た状況下になってまいりまして、19年とか前の年

は、固有名詞挙げられませんがホテルができたり

ですね、そういった物件がありましたので、非木

造もふえておりますが、今後はやはり需要が落ち

込んでいくんではないかというふうに見ておりま

す。 

○高橋委員 

 わかりました。固定資産税については、わかっ

たというかね、きょうの質疑はその程度にしたい

と思います。 

 たばこ税について3,000万円の減額ということ

ですが、この減額理由についてはどんなふうに見

てみえますでしょうか。 

○税務課長 

 たばこにつきましては、たばこ組合の方が税を

徴収したものをこちらの方に毎月入れていただく

わけですけど、言い方悪いですけど入ったら調定

というような形になります。お金が申告と同時に

入ってくるということで、そのときで調定をして

いくというような流れてやっております。 

 流れといたしましては、基本的には前年と同じ

ような決算に近い金額を予算として上げさせてい

ただいておるわけですけど、実態として今現在、

９月末ぐらいの状況で前年と同じぐらいの金額が

入ってくると予想した場合、減額が3,000万円、

減額をせざるを得ないということで考えておりま

す。 

○高橋委員 

 つまり、たばこ税は当初予算で前年度を上回る

予算計上をしたと。しかし、ここへ来て前年並み

だということで3,000万円の減額を補正をすると、

こういう意味ですか。 

○税務課長 

 いつも尐しずつは尐なくしておるんですけど、

実態として９月、10月の状況を実際に見ますと尐

なくなってきておると。入ったものが確実に減っ

てきておると。調定が減っておるもんですから、

前年度、あとの残りの月ですね、同じような金額

入ったものと考えても3,000万円ほどの減額をし

なくては歳入欠損になるというふうに考えており

ます。 

○高橋委員 

 政府税調がたばこ税を一発やってだね、社会保

障費の2,200万円削減の、これはちょっと補正で

この財源にした分やったんだけども、だめと。３

円も上げちゃったらむしろ消費が減ってもう税が

追いつかんということじゃないかとか、あるいは

栽培農家、自民党の支持基盤じゃないかと、いつ

までそこを揺さぶるんだってなこともあったらし

いんだけども、たばこ税が引き上げ見送りになっ
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たということなんですよね。 

 それで、たばこは昔の専売公社制度なんで、特

定なたばこ販売組合がきちっと捕捉して税を納め

るという仕組み、そこに今、依拠して大体予算を

立ててみえるという、そういう趣旨の答弁だった

と思うんですね。一つ私聞きたいのは、私もたば

こはもうやめたんですが、今たばこを自販機で買

おうと思うと簡単に買えないと。税務課長は愛煙

家なんでわかるんだけど、タスポというんですか

あれ、何か免許証みたいなやつをかざさないと買

えないと。こういうシステムの変更がたばこ消費

の減額3,000万円みたいな形でたばこ消費のブレ

ーキになってるというような見通しというのはお

持ちになってるのかどうか。これは未成年に売ら

せないという前提で、これはこれで一つの政策的

な価値はそういうところにあるわけだけども、と

にかく煩雑になって買いにくくなったというよう

なことも、たばこ消費を控えさせている要因にな

っているような議論もあるわけですが、そのあた

りはどんな見通しでしょうか。所見でしょうか。 

○税務課長 

 残念ながら、県の全体の数字で見ますと、たば

こ伸びております。県の全体の数字だけで言えば、

市町村のたばこの税金は伸びております。残念な

がらここ数年ですね、知立は減尐の一途をたどっ

ております。ことしもまだ減尐していくというこ

とで、毎年尐しずつ減尐しておると。 

 特に今言われましたようなタスポですね、使う

ようになった形で、自販機ですね、これを持って

みえない方は使えないと。それで新聞紙上でも何

か騒いでみえますけど、コンビニのお店の方がか

なり売り上げを伸ばしてみえるというような形で、

そこら辺も、知立のたばこが減ってるのは多尐影

響があるんじゃないかなというふうには感じてお

るわけですけど、残念ながら隣接も余りたばこの

方は、前年同じぐらいで推移していると。なぜか

知立は毎年減っておると。健康関係でそういう健

康志向の強い方が多いのかもわかりませんけど、

残念ながら知立は毎年減ってきております。 

○高橋委員 

 愛煙家が減ってるのは残念なことなのかいいこ

となのか。徴税側から言うと税が減るということ

は悲しいことかもしれませんが。全体に健康管理

と医療費の問題もありますので、そこはもう尐し

総合的に考えていただければいいと思いますが、

税務課長の答弁としては、きょうはそういうこと

で理解をしておきたいと思います。 

 あと尐しばかり聞きたいことがありますので、

よろしいですか委員長、続けてやって。 

 教育委員会秘書課の、51ページ、時間外手当

100万1,000円、説明していただけますか。 

○秘書課長 

 時間外手当の件でありますけども、教育委員会

全体ということでよろしいでしょうか。 

 時間外手当につきましては、今回全職員に係る

部分を補正等させていただいておりますけど、教

育委員会所管だけをちょっと抽出して出していく

ということですけども、ちょっと。 

○川合委員長 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午前11時51分休憩 

─―――――――――――――――――― 

午前11時52分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○秘書課長 

 教育委員会の総務費ということで、学校教育に

おきましては、臨時職員から正規職員１名増加と

いうことと、指導主事の時間外の増加によるもの、

これは就学事務の増加ということで123万円ほど

増加しております。それと生涯学習はいいですね。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 私が聞きたかったのは、従来から尐し問題にな

ってた県派遣指導主事の残業がその後どういうふ

うに認定され、どう改善されたかということを伺

いたいんですよね。今回の補正100万1,000円、今

答弁がありましたように、県派遣指導主事の残業

というくだりあったんですが、これどんなふうに

今運用されて、どの程度の残業実績になってるの
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か、適正に対応されてるのかどうか、その内容に

ついてお聞かせいただきたいです。 

○川合委員長 

 ここで午後１時まで休憩いたします。 

午前11時53分休憩 

─―――――――――――――――――― 

午後１時00分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○秘書課長 

 先ほどの時間外手当でございますけども、対象

者３名ということで８月から11月分の合計で延べ

151時間になります。１人当たりに直しますと13

時間という格好になります。 

 以上でございます。 

○学校教育課長 

 先ほどの時間外手当の補正ですが、学校教育の

方、１人昨年までは臨時職員であったのが正規の

職員になったということと、それから先ほど話が

ありましたように、指導主事２人、８月から時間

外手当をつけた。時間外がこの後３月まで努力し

ても尐しは必要であろうということでお願いをい

たしました。 

 以上です。 

○高橋委員 

 県派遣指導主事お２人の８月以降の残業手当、

８月から残業手当が払われるようになったという

ことですか。４月からじゃなかったのかな。４月

から改善するというふうに私は理解してて、さき

の９月議会のときに自主残業と当然やるべき残業

の２種類があるという残業２種類説があって、こ

れを改善してほしいということで改善をお願いし

て了解ということになったと理解してるんですが、

派遣主事は４月から残業の対象になっていたんじ

ゃないですか。そこらを含めて今度の補正との関

係、もう一回御説明ください。 

○秘書課長 

 今回の補正予算につきましては、指導主事の対

象ということで当初予算には計上しておりません

でした。今回計上させていただいたものでありま

す。実際に８月から時間外勤務命令の報告が上が

っており、その旨、支払をしておる状況でありま

す。 

○高橋委員 

 いや、だから何でそんなふうになったの、４月

からやらないかんじゃないかってことを聞いとる

んですよ。４月からやるんじゃなかったんですか。

何で８月からですか。 

○川合委員長 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午後１時01分休憩 

─―――――――――――――――――― 

午後１時06分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○学校教育課長 

 すいませんでした。 

 ４月から７月の分につきましては、今まで出し

ておりませんので、今後その分を追加で申請する

という形でいきたいと思っております。 

○高橋委員 

 どういうことをおっしゃったのかよくわかりま

せんが、この補正予算は県派遣指導主事の８月以

降の残業代にかかわる、差し引きしてね、必要だ

ということでやったと。もう１人３人目の人、別

のこれ部署で見えるけども、だけど４月から７月

までについては出していないので、調整して出す

ということですか。おっしゃった答弁の趣旨がち

ょっとよくわかりませんが、もう一回お願いしま

す。 

○学校教育課長 

 ４月から７月につきましては、しっかり把握で

きてない部分もありましたので、８月から時間外

ということでしましたけども、４月から７月の分

につきましても、この補正が出ましたので、申請

をしていきたい、確認をしてから申請をしていき

たいというふうに考えております。 

○高橋委員 

 秘書課長、そういう措置で100万1,000円で補正

の額内で手当できるということですか。 
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○秘書課長 

 ４月から７月分までにつきましては、今回の補

正額には計上されておりませんので、当然不足額

が見込まれると思います、20年度につきましては。

ですから、もしそういうことであれば、また補正

の必要が出てくるかと思います。 

 以上です。 

○高橋委員 

 再補正して４月から７月分についても支給する

ということでいいですね。 

○学校教育課長 

 この補正につきましては８月、９月の実績を見

まして18時間ということで計算をさせていただき

ました。その後、勤務の実態を私も一緒になりな

がら時間外がなるべく出ないように勤務をこの後、

進めていきたいと考えておりますので、再補正が

必要かどうかということはまだはっきりしてない

と思います。 

 以上です。 

○高橋委員 

 ８月、９月の状況を見て今回補正をしたと。も

ちろんこれは県派遣指導主事だけの補正ではなく

てね。もう１人、臨時から正規になった人が見え

るということでそれも入っとるわけですが、ちょ

っと聞きたいんだけど、秘書課長。100万1,000円

のうち県派遣職員の分は幾らですか。 

○秘書課長 

 時間で申しますけども、今回236時間、３人分

を計上しております。その中で216時間が県派遣

職員でございます。 

 以上です。 

○高橋委員 

 そうするとほとんどが県派遣職員ということで、

これは８月分以降の残業に対して、216時間とい

う認定をしたということですか。現計予算は０で

すか。県派遣職員については現計予算０なので、

８月から翌年３月までについてとりあえず払っと

る分は現計予算組めばいいわけですからね、払っ

といて216時間分を補正したと。これは一月当た

り18時間になるんですか。何時間になるんですか、

一月当たり。 

○秘書課長 

 １人当たり18時間という計算であります。 

○高橋委員 

 そうなると、18時間で８月から翌年３月までの

残業代をここで計上したと。今の答弁は４月から

７月までについて合わせて申請して支給したいと

いうことになれば、18時間を大幅に今後下回れば

ともかく、下回らない限り追加の補正が要るとい

うのが一般論だと思うんですが、秘書課長、そう

いう方向で進めるということでいいですね。今の

答弁はそういうことをおっしゃってるわけだけど

も。 

○秘書課長 

 今後の推移を見ながら、不足額が見込まれるん

であれば再補正をしていく予定であります。 

○高橋委員 

 一月18時間というのは、前にも議論したように、

18時間でいいのかということを議論しましたね。

一月18時間というのは、１週で四四、十六、四五、

二十なんで、１週間には４時間か５時間というこ

とですかね、残業時間が。ということは１日１時

間程度だということなんですが、最近、私もちょ

っと遅く帰るときにのぞくんですが、県派遣指導

主事は見えないケースが結構あって、いいことだ

なと思うんだけど、その分、先生がかぶってみえ

るんかな。いやいや、ほんとの話が。課長職でが

っとひとつ議会でも言われたからおれがかぶるん

だということでやると、これ長続きしませんので、

学校教育課長は頑張ってもらえるかもしれんけど

ね、次に来る先生が学校教育課長というのはとに

かく残業が多いとこだと。つけへんと、４％しか

ということでもいかんと思うんですが、18時間程

度で８月、９月は済んだということですか。これ

名実ともに残業が。趣味の残業もあるという話で

はありませんが。自主的残業と上からお願いした

残業と二通りあるという残業二通り説言われたけ

ど、それは御破算にしてもらって、文字どおり派

遣指導主事の残業は18時間程度でいけるというこ

とが共通認識ということでいいですか。もう一遍
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そこ御確認ください。 

○学校教育課長 

 18時間という時間ですけども、今の状況を見て

おりますと、もう尐し尐なくてもいけるかなと。

ですから、先ほど再補正ですかの必要性はどうか

なと言ったのは、今の状況を見ておりますと指導

主事も仕事なれてきた部分もあります。私自身も

なれてきましたけども、そういうこともありまし

て18時間を超えることはほとんどなく、もっと尐

なくやれるんじゃないかというふうに今考えてお

ります。 

 以上です。 

○高橋委員 

 なれてきたということもあるかもしれませんが、

残業すると今度は金かかるようになったもんでね、

平たく言うと。今までは無償残業で銭払わずにや

ってもらってたんだわ、県派遣指導主事は。それ

はいかんよという指摘があって、今回措置をとっ

てもらった。 

 私は、なるべく残業は尐ない方がいいにこした

ことはない。学校教育課長も早く帰ってもらいた

いなと思ってる、実はほんとの話が。教育現場と

いうのは長くやって当たり前だと、奉仕の精神と

いうことでは長く続く話ではないので、早く帰っ

てほしいなというぐあいに思っておりますが、や

むを得ず仕事があることも想定されるので、ぎり

ぎり残業していただかなきゃいかん場合があると

思うんですが、18時間程度で何とかいけていると、

名実ともにそれで帰っているんだということなら

これは結構な話でね、やっていただけりゃいいん

ですが。 

 そうなると、18時間でも非常に尐ない場合も想

定されるので、多尐補正予算を、財源が浮いてく

る。しかし４月から７月までの分を埋めるほど浮

くとは思われませんよね。これ４月から７月も18

時間程度で申請するということでいいですか。 

○学校教育課長 

 すいません、今この場ではちょっと18時間かど

うかというのはこの後、確認をしてからというこ

とになると思いますので、この場で18時間でおさ

まるとかということはちょっとお答えできません。 

○高橋委員 

 それは何か記録があるんですか、帰られた。今

タイムレコーダーがないわけだし、申請するのは

いいですが、何か記録あるの。何をもとに申請さ

れるのかなと思って私ちょっと疑問があるんです

が。 

○学校教育課長 

 おっしゃるとおり特に記録はございませんので、

時間外の帰宅の場合には、帰るところ、あれは何

て言うんですかね、宿直のところに時間を書くよ

うになってますので、そこと確認をしながらとい

うふうに今は考えておりますが。 

○高橋委員 

 あそこは６時半以降だわね。５時15分にタイム

オーバーになって、それから休息があるのかどう

か私よくわからんけども、例えば６時25分まで仕

事をやってね、すたこらさっさと１階へおりてく

ると検問ひっかかりませんがね、帰りの階の。そ

うするとその人は、６時半までにあそこを出てし

まえば５時15分に帰ったのか６時29分に帰ったの

かわからないと、こういうことになるんですがね。

８時、９時、10時というのはわかりますよね。そ

れをやると先生ね、18時間はなれてきて18時間な

もんで、さっきの答弁があるように。当初はきっ

となれてみえないでしょう、４月から７月までは。

そうすると相当、この金額がのすんじゃないかと

いうふうに思われますが、そういう理解でいいで

すね。 

○学校教育課長 

 先ほどお答えしましたように、まだしっかりと

は確認ができておりませんので、この後調べてい

きたいと思っております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 補正予算の時間外手当の総額はこれはもう決定

してるので、時間外手当の総額を逆算して、これ

だけなら予算が残ってるのでこの範囲にしとくか

というようなことでは、補正を組まんでもよかっ

たというようなことで私は問題だというふうに思
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います。あくまで現時点ですから、さかのぼって

やるというのは、確かに閉庁の帰るときにあそこ

へ書く、尐なくとも書けばあそこへ残るというこ

とでしょうが、相当長い時間あれはとってみえる

んですか、総務部長。庁舎管理上とってみえるの、

あれは。帰る階の時刻というのは。どうですか。 

○総務課長 

 月ごとに締めまして保存はしとるかと思うんで

すけど、今私この場で何カ月分が何年かとか保存

年数までちょっと詳しく存じてません。一度確認

をさせていただきます。 

○高橋委員 

 保存年数はわからないと。今月、調べてくれと

いえばわかるかもしれませんが、毎日毎日30日分

が一月に何枚かになるわけでしょ。今年度の分だ

から、４月から７月の分だから多分とじ込んであ

るような気がしますけども、教育委員会から資料

要求があった場合は速やかに出してあげてほしい

というふうに思うんですが、教育部長。あなたも

長いこと人事やってこられて今のようなやりとり

聞いておられてどう思われますか。 

○教育部長 

 私ども一般職と違いまして、やっぱり教職の先

生方ということは情熱がいっぱいでですね、熱心

だなあと思っております。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 いやいや、そんなこと聞いてないがね。情熱い

っぱいで熱心だなあってことは、私何も否定して

ないですよ。残業の組み立て方が４月にさかのぼ

って追跡調査しながら残業の額を決めるというよ

うなやりとりを教育委員会やってみえるけども、

長いこと人事にみえた部長としてどうなんですか

という基本的な市の残業管理の姿勢について聞い

とるがね。一生懸命やっとるかやってないか、そ

んなこと聞いてない。 

○教育部長 

 私が秘書課長のときはですね、時間外忘れがあ

った場合は申請があれば支払っておりました。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 いやいや、４月にさかのぼって、12月の段階で

４月にさかのぼって忘れが申告される場合がある

んですか。秘書課長、そういうケースは今でもあ

るんですか。12月になって４月にさかのぼって忘

れとったと、残業を。もう一遍申請し直したいと

いうケースがあるとおっしゃるけれども、４月に

さかのぼるようなケースがあるんですか。 

○秘書課長 

 私４月からですけども、まだそういった例は見

当たりません。 

○高橋委員 

 私は、情熱を持ってまじめに真っ当に働いてい

らっしゃる皆さんの労働時間を正当に評価すると

いうのは、幹部職員の当然の義務だと思いますね、

私は。だからそれが正当にサラリーに反映する、

あるいは正当にその人の待遇に反映するという措

置がなかったら、一生懸命やっておっても反対給

付がなかったら、お互いに１日や２日や１週間や

10日は頑張るけども、我が身をさらして仕事をや

るわけだから、そういう制度的な担保がなかった

らお互いに激励もし合えないし頑張れないわけで

しょ。 

 県派遣指導主事というのは、そういう点で残業

時間は隘路だった、そのことはよくわかりますが、

その県派遣職員の正当な残業に対して二転三転議

論はあったけども、正しく評価をしてこなかった

ことの結果として今のような事態があるわけです

から、私は、あえて教育部長にそこを求めたのは

ね、そこを教育部長としてどのような反省とどの

ような分析の上で、今後、決議をしていくのかと

いうことが総体的に表明されんかったら、帳じり

を合わせたからいいじゃないかというレベルの話

ではないと、私はそういうふうに理解してるから、

あなたにあえて聞いとるわけでしょ。なぜ教育部

長として指名されとるのか、どういう趣旨の答弁

が求められてるのか、わからないことはないでし

ょうが。そういうことなんですよ。しっかり答弁

してください。 

○教育部長 
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 時間外とか、それから評価につきましても私が

直接携わるとこがないわけですけども、ただ、派

遣主事の方がいろいろ頑張ってみえることにつき

ましては、課長の方にも伝えております。あんま

り長くならないようにとか、ちゃんとした時間外

については仕事としてやった分にはつけてくださ

いよというようなことでですね、前回御指摘があ

りましたので、課長にもよく指導はさせていただ

いております。正当な勤務した場合は時間外つけ

るのが当たり前ということで、学校教育課長には

指導させていただいております。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 教育部長の精いっぱいの答弁、私から言えば非

常にまだ物足りませんけども、そういうことを表

明されたと。残業やっておっても銭を払わんかっ

たということになれば、これは管理責任問われて

当然ですよ、管理責任問われてね。時の部長は何

やっとったんだと、あるいは教育委員会、教育長

はどういう姿勢なんだと問われて当然。今回の件

は、たまたま御本人から訴えがあったわけじゃな

い。私たちが議会で、そういう残業手当なしの業

務があっていいのかという指摘があって初めて具

体化していった経緯があるんで、それはそういう

ことなんでしょうが、これは問題と内容によって

は、管理責任を問われて当然だというレベルの問

題と思うんですね。しかも歳出するのは公費です

からね。血税で対応するわけですから、そういう

点では公正さと的確さと労働に対する正当な対価、

これが三位一体となって正しく支弁されることこ

そが一番ポイントですから、そこをもう一度、私

はしっかりと担当幹部については腹に入れていた

だきたい。そういうことですよ。人の仕事に対し

て、敬意と正当な対価を払うという至極当然のこ

とでありまして、ぜひとも今後的確な対応を求め

ておきたいというぐあいに思います。秘書課長、

そういうことなんでね、必要があったらちゃんと

補正を組んでくださいよ、３月議会でね。 

 それから、もう１人のケースはどういうケース

でした。臨時職員が正規になったということです

か。これはどういう臨時職員が正規になられたん

ですか。 

○秘書課長 

 臨時職員が正規職員になったというのは、19年

度で正規職員が退職しまして、その後、臨時職員

で対応しておりましたので、時間外手当を払う職

員ではありませんので計上しておりませんでした、

20年度。今回、正規職員が配属されましたので、

当初予算に計上しておりませんでしたので、今回

合わせて補正で計上させていただきました。 

○高橋委員 

 それは人が違うということね、年度で。わかり

ました。今まで19年度は非正規でやってきたけど

も、だから残業手当が要らないと。残業しないわ

けだから。20年度は別な正職員が配置されたので、

当初予算の段階では反映していなかったけども今

回補正で、当然正規職員だから残業もおやりにな

ればここで払ってあげなきゃいかんので、そうい

うことだということで、同じ人が非正規から正規

になったんじゃなくて、身分待遇の変更と人の差

しかえがあったということで今回の補正になった

ということですね。それはわかりました。理解を

いたしました。 

 ぜひ時間外手当については懸案事項であります

ので、適切に対応していただきたいと思います。 

 53ページ、中学校費の教室改善工事費700万

9,000円、この内容を御説明ください。 

○教育庶務課長 

 教室の改修工事につきましては、知立中学校の

被服室の改修であります。被服室につきましては、

ことしの７月の事件を受けまして、直接被服室自

体の損壊はありませんでした。ただ、被服室が犯

行現場となったことで生徒の精神的なダメージが

ありましたので、その後カウンセラーで子供たち

のカウンセリングを続けておりました。そんな経

緯の中で、学校とそれからカウンセラーの意見が

いろいろ集約しまして、ぜひとも被服室の改修、

イメージの変更なんですが、してほしいという話

がありました。そんなことから今回、12月補正で

提案させていただいて、被服室の改修を３月末ま
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でに終えて４月から被服室を授業として使えるよ

うに提案させていただくものであります。 

 以上です。 

○高橋委員 

 被服室というのは知立中学校の事件があった現

場の教室と、こういうことですか。 

 そこであの事件が起きて以来、被服室は用いら

れていないということですか、使用していない。

それは、例の事件の思い出と想起があるために用

いなかったと。来年度から用いたいけれども、そ

のためには改修したいということですか。もう尐

し、どこをどのように改修するのか、改修の中心

点、どういう改修をすればその負のイメージが解

消されてくるのかということがもうちょっと私た

ちにわかるように説明をいただかないといけない

んじゃないでしょうか。どうですか。 

○教育庶務課長 

 失礼いたしました。 

 改修の内容といたしましては、まず被服室の内

壁の塗装がえを全面でやります。それから被服室

の床、フローリング、木でできておるわけですが、

これにつきましてはサンダー掛けをして再度塗り

直して若干の色の変更もしていきたい。内壁につ

いても同じような考えを持っております。 

 それから被服室の一番西側になりますが、作り

つけの家具があります。その家具を、授業につい

ては余り必要もないということもありまして、そ

れをいっそ撤去していきたいと、それで部屋の中

のイメージを変えたいと。 

 それからもう１点でありますが、被服室の作業

台、いわゆる被服台があります。これが購入後23

年ほど経過しておりまして老朽化もしております

ので、これも天板の色も変えることも含めまして

教習用の作業台、生徒用の作業台、これを全部、

物を撤去して新しい物に変えたい。それから、今

カーテンが暗幕になっておりますが、これをカー

テンに切りかえて色も変更したいと。色につきま

してはカウンセラーの方、学校の意見を尊重しま

して色決めをしていきたいと、そんなふうに考え

ております。 

 以上であります。 

○高橋委員 

 それは施設整備費1,000万円の内容を含んでい

るんでしょ。違うの。教室改善工事に今言われた

ことが全部含まれるんですか。その上にある施設

整備費1,015万円というのは関係ない歳出ですか。 

○教育庶務課長 

 今、委員がおっしゃいました施設整備費の

1,015万6,000円につきましては、これは門遠隔施

錠システムと教室改修工事を足した合計が載って

おります。ですから、改修工事につきましては約

700万円ということであります。よろしくお願い

いたします。 

○高橋委員 

 この被服台というのは個別の備品ではないです

か。この教室改善工事費に挿入するものではない

ように思うんですが、それはそういうことなんで

すか。もう据えつけでセットになっている、ちょ

っと細かいこと言って恐縮だけどね。例えば内壁

の塗装がえとか床の一掃とか作りつけ家具の撤去

などは、この工事費としてのせればいいと思うん

ですが、今おっしゃった被服台等は備品というこ

とではありませんか。これを工事費で一括のせる

というのは、ちょっと理解しにくいんですがどう

ですか。 

○教育庶務課長 

 この作業台につきましては、ただテーブルとい

うことではなくて、いわゆるミシンを使ったりい

ろいろそういった被服の時間に使っておりますの

で、電気工事も取りつけ配線を伴っておりますの

で、ということと固定ということで、全体の中で

工事費として上げさせていただきました。よろし

くお願いします。 

○高橋委員 

 ちょっと私、より厳密にするとどうなるのかな

という感じがします、今の話聞いてね。 

 確かに負のイメージを持っていらっしゃる、恐

怖と精神的な負の遺産を引きずるということはよ

くないので、その精神的ケアも含めてレイアウト

を変える、いいと思うんだけど、もうちょっと例
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えば委員の皆さんに、こんなふうに変えますよと

いうような内容を例示するようなものを、委員長

ね、ちょっとお示しいただけるとお互いに理解が

深まるのかなというぐあいに思うんですが、そん

なものはありませんでしょうか。一度お出しいた

だいて、こんなふうに変えて子供や先生たちの思

いを断ち切っていくんだということなんですから、

そんなものをお出しいただくといいと思うんです

が、委員長どうでしょうかね。 

○教育庶務課長 

 Ａ４一枚程度の改修のレイアウト図、色につい

てはまだ詳細は学校と話をしていきますが、改修

の状況についてＡ４一枚のレイアウトがあります

ので、それを休憩時に提出させていただきたいと

思います。よろしいでしょうか。 

○川合委員長 

 そのようにお願いいたします。 

○高橋委員 

 じゃあ委員の皆さんによくわかるように、ぜひ

必要な文書としてお出しいただきたいと思います。 

 給食センターの太陽光発電装置についてお尋ね

いたします。 

 これは本会議にも出ましたように、２カ年の債

務負担行為、単年度の太陽光は55ページに、２カ

年の債務負担行為は別なところへ出ておりました

ね。58と59ページの方へ出ております。 

 それで20キロワットという発電量なんですが、

給食センターにおつけいただくということなんで

すが、この発電量キャパと給食センターで使う電

気量との関係でどんなあんばいになっていくのか、

このあたりちょっと御説明いただけますか。 

○教育庶務課長 

 20キロワットにつきましては、最大の発電量と

いうことにまずなります。具体的に環境効果とい

うこともあるんですが、わかりやすいのは、どの

程度センターのいわゆる電気を補えるかというこ

とでお答えさせていただいた方がいいかと思いま

す。20キロワット、天候にもよるんですが、40ワ

ットの蛍光灯２灯用が一応200台賄えると。今度

の新給食センターにおきましては、おおむね照明

用の電灯、つまり40ワットの２灯用についてはほ

ぼ賄えるというふうに想定をしております。ただ

天候にもよります。 

 以上であります。 

○高橋委員 

 天候等にもよりますけども、それは当然太陽光

ですから。だけど、年間おおむねこれぐらいの発

電量が担保できて、そしてその発電量でどこまで、

給食センターの発電の力でどこまで供給できるの

かと。つまり中部電力から電力をこれぐらい節減

できるんだと、こういう言ってみれば試みの案な

どは立てておられませんか。 

○教育庶務課長 

 失礼いたしました。あくまで試算というか想定

でありますが、年間の発電量につきましては年間

約２万2,000キロワット。具体的には先ほどお話

ししました給食センターの照明、一般の照明設備

はほぼ賄えるかなというふうに考えております。

ただ、今の年間の電気量の節減につきましては、

電気料金がちょっと、17年度のときの設計段階の

試算で基本設計の試算でありますが、年間30万円

程度弱というぐらいの電気量の節約というふうに、

あくまで17年度のときの基本設計の試算で、その

ぐらいというふうに出ております。 

 以上であります。 

○高橋委員 

 今の答弁ですと、年間発電量が２万1,000キロ

ワット、そして給食センターというのは照明もさ

ることながら電気を使う調理機器というのはない

んですか。ガス、私ちょっとよくわからんわけだ

けど、電気を使う調理機器がないとすれば、この

場内照明が相当、電力の使用量の中心を占めるか

もしれませんね。それでなお残る電力は買ってこ

なきゃいかんということなんですが、年間30万円

程度ですが、あと残りの電力というのはどのぐら

いになるのか。17年度のベースでも結構ですが、

もうちょっと精査されたデータをつかむのが必要

ではないかと思うんですが、いかがですか。 

○教育庶務課長 

 まず、センターにおきます厨房機器につきまし
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ては、電気を使った調理機器はありません。基本

的には今、現行は重油を使っておりますが、環境

ということも含めまして、新給食センターでは都

市ガスをいわゆる燃料源というか、それを使った

高圧蒸気で調理を考えております。調理とか消毒

を、そういったものを熱源に考えております。た

だ、機械を動かすために一定の制御ということで

電気は当然必要に思っております。 

 金額、あと節減効果につきましては、17年度の

例を出させていただきましたが、今手元には先ほ

どお話ししましたセンターの照明が賄える程度と

いうことで、数字的には申しわけありません、17

年度当時の推計しかちょっと今手元にありません。 

○高橋委員 

 せっかくつけていただくんでね、第１号になる

わけですから、この発電装置によってどの程度の

発電量があるのか、これは２万1,000だとおっし

ゃった。で、場内の使用電量は幾らぐらいに見込

まれるのか、新しいセンターがね。これは設計者

とも協議すれば大体出てくるんじゃないですか。

場内の発電量というのは年間幾らぐらいなのか。

そして大体20キロワットの今度のやつでどのぐら

い発電ができるのか。そうすると、残ったこれだ

けの部分は電気料として引き続き計上しなきゃな

らないんだと、お金をね。だけどこれだけは残っ

ていくんだというような、もうちょっと踏み込ん

だ試算をされて、だからこうしたものをつけてい

くんだというアプローチ、あるいはＰＲがあって

もいいんではないかと。つけよつけよと言われる

からつけるがねということもあるかもしれんけど、

もうちょっとアクティブな、給食センターに太陽

光発電かく活用されると。かく活用される予定だ

と言って前へ出して光を当てながら、大いに今後

の施策に生かすような、そういう突き出しが必要

のような気がするんですが。 

 これ教育庶務課長、それ以上試算してなかった

らあれですが、もうちょっと試算して大至急議会

等に出していただいてね、なるほどと、これだけ

の経費をかけてもそういうことなのかということ

がね、お互いが理解できるようなものとしてお出

しいただきたいと思うんです。いかがでしょうか。 

○教育庶務課長 

 委員のおっしゃることも当然必要だと思います。

きょうの段階できちんと回答ができなくて申しわ

けなく思います。議会最終日までに具体的、あく

まで想定ということですが、今の金額でどの程度

ということで、今回の新センターの効果について

お話をさせていただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

○川合委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ声あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に討論に入ります。まず、本案に対する反対

討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ声あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第77号について挙手により採決します。 

 議案第77号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手全員です。 

 したがって、議案第77号、平成20年度知立市一

般会計補正予算（第３号）の件は原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

 次に議案第80号、平成20年度知立市土地取得特

別会計補正予算（第１号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ声あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に討論に入ります。まず、本案に対する反対

討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ声あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第80号について挙手により採決します。 
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 議案第80号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手全員です。 

 したがって、議案第80号、平成20年度知立市土

地取得特別会計補正予算（第１号）の件は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 次に陳情第19号、消費税の引き上げを行わない

ための意見書採択を求める陳情書の件を議題とし

ます。 

 御意見がありましたら発言をお願いいたします。 

○山﨑委員 

 この陳情第19号、消費税の引き上げを行わない

ための意見書採択を求める陳情書に関しては、不

採択の立場で意見を述べたいと思います。 

 政府の動きとしましては、昨今消費税を社会保

障給付や尐子化対策の費用を補う主要な財源とす

るべきだとの意見もあり、消費税アップの使い道

を社会保障の財源にするべきだという提言など消

費税に関してはさまざまな議論がなされていると

ころであります。 

 こうした状況の中で、長期的な展望及び広い視

野に立って考えたとき、社会保障負担の財源など、

現時点では消費税の引き上げに関してはまだまだ

議論の余地があるなと、そんなふうに考えており

ます。 

 以上の理由で陳情第19号に関しては不採択でお

願いしたいと思います。 

○川合委員長 

 ほかに御意見がありましたらお願いいたします。 

○村上委員 

 陳情第19号について基本的には不採択でお願い

したいなと思うんですが、今ここに挙げられてお

ります陳情書についてのさまざまな意見が書いて

あります。この意見につきましては、私自身否め

ないところがあるんですが、我々としましては消

費税の引き上げは行わないでくださいと。根本的

には我々、消費税につきましては賛成という部分

ございます。ただし税制改革、抜本的な改革を行

っていく中で、総ぐるめの中での消費税の引き上

げはやむを得ないかなというふうには思いますが、

今現時点で消費税の引き上げは行わないというこ

とにつきましては、いささか賛成しかねるかなと

いうことで御意見に賛同させていただきます。 

 以上でございます。 

○川合委員長 

 ほかに意見ございませんか。 

○高橋委員 

 消費税引き上げをするなというこの陳情なんで

すね。自民党の越智隆雄という衆議院議員、これ

結構有名な衆議院議員ですね、この方が何とおっ

しゃってるか。これは、山﨑委員ああいう発言さ

れたんですが、越智氏は消費税の引き下げを検討

すべきだとおっしゃっとるんですよね。そういう

ことを言うのは、これはばらまきで言ってるんじ

ゃないんだと。過去２回の消費税引き上げの後、

景気が悪くなり税収が減ったことを指摘して、消

費税引き下げはある意味で景気対策だと。なかな

かの識見ですよ、この人。この人は自分のみずか

らの政経パーティーで主張された。しかも越智さ

んというのは自民党の税制調査会の委員ですよね。

この人は、調査会の席上でみずから消費税引き下

げを検討すべきだと言ったら、会場が凍りついた

と、こういうことを紹介したということを言っと

るんです。 

 消費税が３％から５％になったとき、これは橋

本内閣ですよね、９兆円負担増と、ばーっと。あ

れから消費が落ち込んだと。これはもう過去のこ

とだからお互いに忘れちゃったかもしれんし、消

費税というのは国の施策ですから、お互いに直接

体験は尐ないわけですが、そういう代物で日本経

済を失速させたというのは、お互いに過去の歴史

にしっかり学ぶことが必要だと、これは党派や思

想信条を超えてですね、越智さんはそこを言っと

るんだね。これはちょっと自民党の今日のあり方

でいうと亜流なんだけども、そういうことを言っ

ていらっしゃる。 

 そしてそれがね、越智さんだけでなくてヨーロ

ッパ諸国に今、広がっとるんですよ。これは欧州
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連合、ＥＵですね、11月26日、欧州経済回復計画

というのを加盟国に提案した。個人消費を後押し

するため付加価値税、向こうは付加価値税ですね、

の税率を下げることを盛り込んだ。イギリスなん

かはやると言ってるわけでしょ。こういう今、事

態がヨーロッパ諸国では起こっておる。もちろん

その国の付加価値税の税率、これは単一じゃない

から一律には議論できないけれども、このように

厳しい不景気が来たときに、個人消費を妨げるよ

うな要因である、その柱である、橋本５％で９兆

円、この歴史的な教訓を我々がしっかりと握って

おるとすれば、こんなことをやったら景気が減速

すると。そういうことは、お互いにまず認識しな

いといけないのではないかというぐあいに思いま

す。 

 麻生さんは、アメリカ発の金融不安にどう対処

するかというその処方を述べました。彼の言った

のは、なぜ日本がこんなにいけないかと、輸出中

心なんだと、日本の経済の基本は、基軸は輸出中

心。円高によってこれががたっと今目減りをして

いる、内需は低迷と、こうなっとるわけでしょ。

だから麻生さんは、内需をもっとふやして購買す

る力をつくらなきゃいかん。だから定額給付金だ

と言ったわけだわ。定額給付金が当たってるかど

うか、もう既に我々の論調は述べたとこだけど、

しかしそこが発想なんですよ。購買力を高めると

いうことなしに内需拡大できない。 

 したがって、消費税が越智さんが言うように内

需をそぐものであるというこのこととダブらせて

考えたときに、軽々な消費税増税論はいかがなも

んかと、この時期に。 

 だから、麻生さんは３年後と言ったけども自民

党税制調査会は３年後と書けんかったでしょう。

2010年代と、2010年代に半ばぐらいまでにはやり

たいということを書いたけども、麻生さんの３年

というのは入らんかったがね。財務大臣にも要求

したよ、彼はね、だけど入らんかった。ここに今

の与党の税制調査会でも、消費税というのをどう

考えるかというところで揺れていることのあかし

ですよね。私はそう思います。 

 それでね、社会保障財源、これは2,200億円毎

年減らしておる。こんなことでいいのかというの

はお互いの認識だけど。例えば今度、政府が第２

次補正で発表しようとしている景気対策、幾つか

あります。その中の１つに、証券優遇税制の継続

というのがあるんですよ。つまり株式の譲渡益、

株式を売った場合あるいはもうかった場合、売っ

たりもうかったりするでしょ、それに対して税が

入ります。これは地方税法でやりましたよね。本

来20％の税がかかる、所得税が７％、住民税が

３％かかるけども、これを現行10％に、10％限定

しとるんですよ、所得税が７、住民税が３。これ

をこれからも続けるというの、３年間。これを続

けると１年間で１兆円ですよ、減税の額が。１年

間でこれを続けるだけで。これをやめたらですね、

社会保障財源出てくるじゃないですか。これやめ

たら社会保障費の2,200億円はおつりが出てくる

というぐあいに言わざるを得ませんね。 

 私は、そういう点で、財源の一つだけ紹介しま

した。あといろいろ法人の減税とかいろいろ対応

し、質していくべきこともたくさんあるんですが、

そういうものを一つ取り上げても、今の政府の施

策がどうも一番打たなきゃいかん中心の的から外

れちゃっとるわけだわ。外れちゃっとるから低迷

し、外れちゃっとるからいろんな意見が出るとぶ

れちゃう。そして景気対策おくれているし、的確

に的を突かない。この方がむしろ今、重要問題で

ありまして、私はそういう面で言えば、越智さん

が見識あることを自民党の代議士が言ってみえる。

ここはお互いに市政会の皆さんも学んでいただき

たいなというぐあいに思いますよ。景気の低迷か

ら脱却するには内需の拡大、内需の拡大の柱であ

る消費税の増税で、いかにしてじゃあ景気を立ち

直らせるか。この処方について回答ないじゃない

ですか、自民党の皆さん。そう思いますよ。 

 したがって私は、いろいろちょっと散文的な物

の言い方しましたけども、本陳情は、ぜひ消費税

を上げないと。私どもは、食料品非課税までやる

必要があるというふうに考えていますから、ぜひ

その点で本陳情については採択していただきたい
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ということを申し上げて、討論といたしたいと思

います。 

○川合委員長 

 ほかに御意見ありませんか。 

 それではこれより採決します。 

 陳情第19号について採択することに賛成の委員

は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手尐数です。 

 次に陳情第19号について不採択することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手多数です。 

 したがって、陳情第19号、消費税の引き上げを

行わないための意見書採択を求める陳情書の件は

不採択とすべきものと決定いたしました。 

 以上で本委員会に付託された案件の審査はすべ

て終了いたしました。 

 なお、本会議における委員長報告の文案につき

ましては、正副委員長に御一任願いたいと思いま

すが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

 以上で企画文教委員会を閉会いたします。 

午後１時59分閉会 

――――――――――――――― 
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